










3－1．孤独・孤立と消費者被害、トラブル（高齢者）

 高齢者は「お金」「健康」「孤独」の3つの大きな不安を持っているといわれており、悪質業者は言葉
巧みにこれらの不安をあおり、親切にして信用させ、年金や貯蓄などの大切な財産を狙っている

 高齢者は自宅にいることが多いため、電話勧誘販売や家庭訪販による被害にあいやすい

・電話勧誘販売：販売業者が消費者宅や職場に電話し、商品やサービスを販売する方法。消費者 が
要請していないにもかかわらず、販売業者が電話により消費者を勧誘するケースが多い

・家庭訪販：販売業者が消費者宅を訪問し、商品やサービスを販売する方法。消費者が要請していない
にもかかわらず、販売業者が家庭を訪問し、消費者を勧誘するケースが多い

・インターネット通販：コロナ禍において、外出自粛等により、オンラインショッピングなど、インターネット
等のネットワークを利用して行われる取引が増加

・次々販売：一人の消費者に次から次へと契約させる商法。同じ商品または異なる複数の商品を次々に
契約させるケースや、複数の業者が次々に契約させるケースなどがある

・訪問購入：突然自宅を訪れた知らない業者に、十分な説明もなく貴金属を安値で買い取られたなどと
いう相談もある

・架空請求：自分が利用したかもしれないと思い、請求ハガキ等に書かれている電話番号に連絡、悪質
事業者とのやり取りの中で支払うことになってしまったケースもある
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3－2．孤独・孤立と消費者被害、トラブル（若者）

 2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることで、成年になって結んだ契約は
未成年者取消権の行使ができなくなります

 若者は、孤独・孤立を恐れるあまり、ＳＮＳに頼ったり、友人や恋人などとつながりを求めることが被
害のきっかけになりやすい

・デート商法：好きになったら騙される！販売員の好意は、商品を売るための手口である

・ものなしマルチ商法：友人やSNSで知り合った人などから、暗号資産（仮想通貨）や海外事業等への投
資やアフィリエイトなどの儲け話を「人に紹介すれば報酬を得られる」と勧誘され契約したものの、事業
者の実態や儲け話の仕組みがよく分からないうえ、事業者に解約や返金を求めても交渉が難しいという
ケースが多い

・断っても借金させてまで強引に契約を迫る手口：大学やSNSなどで知り合った友人・知人から「お金稼
ぎ」に関する話について聞きに行くことを誘われ、「お金が支払えない」と断っているのに、嘘をつかせて
契約させるなど、問題のある借金・クレジット契約をさせている

・就職活動中の学生の不安につけ込む手口：就活生に就活セミナーや就活塾、就活対策になるとうたう
ビジネス教材などの儲け話を勧誘し、契約させるトラブル

・副業・アルバイトにあたって「手数料」「登録料」を請求される手口：「簡単に稼げる」「気軽に始められ
る」と強調するインターネット広告やSNSの情報を安易に信じ、「報酬を得るために必要」などと言われ、
登録料やサイト利用料等さまざまな名目でお金を支払わされる
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4.孤独・孤立に関する課題と対策
●被害やトラブルの多くは、日常の生活における不安や心配などにつけ込まれること
がきっかけとなって発生することが多く、人との関係性が希薄になり、コミュニケー
ションが不足することで、適切な判断ができずに被害が拡大する傾向

●コロナ禍において、外出の機会が減り、社会不安が増すなかで、ＳＮＳ等からの情
報を鵜呑みにしてしまい、誰にも相談できずに被害が拡大する傾向

●障害のある方々や外国籍の方々の消費生活に対する対策と目配りが十分ではなく、
被害やトラブルが顕在化しづらい

●消費者被害、トラブルが入り口となって、孤立感・孤独感が一層深まることで、生
活困窮や命の危機へと問題がより深刻化する

●消費者庁の施策として、消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が
連携して見守り活動を行う「消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)」の設
置、消費者教育の推進、消費者志向経営の推進等が進められている

★孤独・孤立に陥ったときに、支援の声をあげやすい仕組みの構築

・相談体制の整備（電話、ＳＮＳ相談、24時間対応）

・人材育成 ・ 居場所の確保
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